
機密性2

第2議案
ら ●

東京高等裁判所裁判官会議規程第14条の規定に基づき承認を求める事項

令和3年度における東京高等裁判所の裁判官の配置，裁判事務の代理順序，

裁判事務の分抵事件の分配,開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定め

（令和2年12月18日代表者会議決議）の一部改正

上記の定めについて，別紙第1，別紙第2及び別紙第3のとおり 部改正し一

た。
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機密性2

(別紙第1）

令和3年度前期代表者会議(令和3年6月25日開催）の翌日から令和3年12

月'7日までの間に，東京高等裁判所裁判官会議規程第14条の規定に基づく応急

の措置として,令和3年度における東京高等裁判所の塞判言の配置,裁判事務の代
・ ， 。， l

理順序，裁判事務の分担，事件の分配，開廷日割及び行政事務の代理順序に関する

定めの「(別表1）東京高等裁判所裁判官配置表」の一部を次のように改正した。

（
(令和3年7月16日現在）

削除 総 八木

総 今崎

配置 総 中村

総 小出

（兼）小出

(令和3年8月1日現在）

削除 大西

小西

福士

神田

（兼〉浅井

配置 鈴木

馬渡

(令和3年,8月2日現在）

削除 総 白石

中島

小津

洋
彦
志
夫
夫

寸
一

一
幸
也
邦
邦

(第15民事部）

(第4特別部）

(第15民事部）

(第4特別部）

(第9民事部)

勝
慶
冠
利
大

(第4民事部）

(第8民事部)

(第6刑事部）

(第10刑事部）

(第2民事部)

(第4民事部)

(第16民事部，

滋

一

Ｉ

博
助
憲
紀
史

正
直 第1特別部）

史．子（第2民事部，第3特別部）

基至(第5民事甑第3特別部）

亮太（第21民事部，第3特別部）
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機密性2

配置 総 渡部勇次(第2民事部,第3特別部)

渡邉達之輔（第5民事部，第3特別部）

鎌倉正和（第4刑事部，第5特別部）

（令和3年8月29日現在)

削除 総 廣谷章雄（第9民事部,第3特別部)

総 ・小出邦夫（第4特別部）

西森政一(第16民事部,第1特別部）

（兼）小出邦･夫(第9民事部)

配置 総・ 小.出邦夫（第9民事部,第3特別部)

総 ：今崎幸彦. (第4特別部）

(令和3年9月3日現在）

,削除 総 秋吉仁．葵（第5民事部，第3特別部)

，配置 総 ､木:鏑敏和(第5民事部,第3特別部)
(令和3年10月4日現在）

削除 廣田素士（第9民事部第3特別部〉
。 l ・

”馬渡直史(第16民事部『第､1特別部）

中尾佳久（第2刑事部）

河原俊也（第3刑事部,第5特別部)'

配置 （兼）新田和憲（第16民事部）

(令和3年10月8日現在）

削除 総 平木正洋(第12刑事部）

國井恒志（第3刑事部,第5特別部）

配置 総 田村政喜（第’2刑事部）！

（兼）上岡哲生（第3刑事部）

(令和3年10月18日現在） ＄ ，

削除 鈴木正紀（第4民事部)
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機密性2

小西 洋(第5民事部､第3特別部)

波多江真史（第8民事部）

配置 （兼）関根規夫（第5民事部）

息(兼):藤井聖悟（第8民事部)

(令和3年10月28日現在）

削除 ､小池あゆみ（第1:4民事紙第4特別部）

配置 ．(兼):菅家忠行(第14民事部)

(令和3年’’月’3日現在)

削除総・ 中里智美（第3刑事部,第5特別部）
； ． ． ． も

寺本昌広（第22民事部第3特別部）

市.･ ﾉll太志（第12刑事部）

野村 賢（第12刑事部）

配置 総 安東 章（第3刑事部，第5特別部）
： ．

(令和3年12月1‘日現在）

削除 中丸 隆（第15民事部）

中山典子（第22民事部,第3特別部）

二．宮信吾（第2刑事部） l

配置 （兼)本多哲哉（第22民事部)

(令和3年12月10;日現在）

削除 山口 均（第10民事部，第4特別部）

配置 福家康吏（第2刑事部)

(令和3年12月13日現在）

配置 （兼）神野,泰一（第5民事部）
， ． ）

； ‐．

（兼)､村田一一広（第20民事部）

（兼）齋藤 大（第23民事部)・

(令和3年12月17日現在）

I
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機密性2

配置 ： （兼）岡田‘龍太郎(第10刑事部）
f

(令和3年12月24日現在） ．

削除 河

遠

(兼）吉

(第7民事部，第2特別部）

(第20民事部，第3特別部）

晶
浩
大

■
Ｐ

本
‘
藤
岡

晶 子

浩太郎

配置 地（第8民事部）

（

（
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機密性2

(別紙第2）

令和3年度前期代表者会議（令和3年6月25日開催）の翌日から令和3年12

月17日までの間に,東京高等裁判所裁判官会議規程第14条の規定に基づく応急

の措置として，令和3年度における東京高等裁判所の裁判官の配置，裁判事務の代

理順序,:裁判事務の分担，事件の分配,開廷日割及び行政事務の代理順序に関する
1

定め第3章第1節1及び第4章6(1)を，次のように改正した。

（
令和3年7月9日から，別紙1のように改める。

令和3年9月3日から，別紙2のように改める。

１
２

｛
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機密性2

（別紙1）

第3章裁判事務の分担

第1節民事部及び知的財産高等裁判所

1 民事部

第1民事部,第2民事部第4民事部,第5民事部,第7民事部から第12民

事部まで，第14民事部から第17民事部まで及び第19民事部から第24民事

部までの各部は,本節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担する事件を除く民事

に関する次の事件及び家事に関する次の事件を分担する｡ただし， (8), (9)の事件

は,"第5民事部，第7民事部，第8民事部及び第9民事部がj㈱から㈱までの事

件は，第5民事部が分担する｡

（1） 管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する控訴事件及び抗告事件((8)

の事件及び第3節の8の(4)から(8)までに掲げる事件を除く。 ）

(2)選挙に関する訴訟事件

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は住民投票に関する訴訟事件

(4)普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟事件

(5)差戻事件及び再審事件

(6)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て事件及び特別抗告提起事件

並びに許可抗告申立て事件

(7)除斥又は忌避め申立てに関する事件 ﾕ

(8)管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

(9)高等裁判所を第一審とする家事審判事件

⑩管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の第一審判決に対する上告事

1件，

dル管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件

㈱砿業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第57条の事件
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機密性2

側最高裁判所にした特別上告提起事伴

脚刑事事件以外の事件で他の部Iご属しない事件

"｜ 民事調停法第2.0条第1項及び第4項並びに家事事件手続法第274条第1

項による調停事件

第4章事件の分配

6(i) "5民事部が担当する第3章第1節iの⑩から(13)まで及び㈱に掲げる事件

は， 1の(1)の調整上，それぞれこれを控訴事件又は抗告事件の1件として計算
（

する。
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機密性2

（別紙2） ・

第3章裁判事務の分担

， 第1節民事部及び知的財産高等裁判所

1 民事部

第1民事部;第2民事部,第4民事部，第5民事部，第7民事部から第12民

事部まで，第14民事部から第17民事部まで及び第19民事部から第24民事
目 ． ’ 、 ．． ’

部までの各部強本節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担する事件を除く民事

に関する次の事件及び家事に関する次の事件を分担する。､ただし, (8), (9)の事件

は,第5民事部,第7民事部,鴬8民事部及び第9民事部が,伽から価)までの事

件は，第10民事部が分担する｡

(1)管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する控訴事件及び抗告事件（(8)

の事件及び第3節の3の(4)から(8)までに掲げる事件を除く｡ ）

(2)選挙に関ずる訴訟事件． 、

棚、地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は住民投票に関する訴訟事件

(4) 普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟事件
． と ． ｡ ．

(5)、差戻事件及び再審事件 ・

(6)最高裁判所にした上告提起事件，上告受理申立て事件及び特別抗告提起事件

並びに許可抗告申立て事件．

(7) 除斥又は忌避の申立てに関する事件
．『 ・

(8) 管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

卿高等裁判所を第一審とする家事審判事件.

棚管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の第一審判決に対する上告事

件 ： ′

伽管内の地方裁判所の決定に対弗再抗告事件

⑫電波法第97条の事件 ′
：

側鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第57条の事件
12
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機密性2

側最高裁判所にした特別上告提起事件

鮎） 刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

側民事調停法第20条第1項及び第4項並びに家事事件手続法第274条第’

項による調停事件

・第4章事件の分配

第10民事部が担当する第3章第1節1の剛から㈱まで及び(15)に掲げる事件

は， 1の(1)の調整上，それぞれこれを控訴事件又は抗告事件の1件として計算

6(1)

（
する6

、

１
１
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機密性2

(参考）

令和3年度における東京高等裁判所の裁判官の配置，裁判事務の代理順序，

裁判事務の分担,事件の分配，開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定め

新旧対照表

(※第3章第1節1及び第4章6のみ抜粋）

･ (R3.7.9付け改正後）(改正師
1

、第3章裁判事務の分担

、 第'節民事部及び知的財産高等裁判所

1f民事部

第1民事部，第2民事部，第4民事部，第5民事

部，第7民事部から第12民事部まで，第14民事部

から第1.7民事部まで及び第19民事部から第24民

事部までの各都は｡本節2に掲げる知的財産高等裁判

所が分担する事件を除く民事に関する吹の事件及び家

割こ関する次の事件を分担する。ただし,（8） (9)の事

件は,第5民事部，第7民事部,第8民事部及び第9

民事部が卜Iqから個までの事件は.第'民事麺が分担
8 ． . ・ ・

する。 ・ ・

<'）管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対．f･る

控訴事件及び抗告事件《8)の事件及び第3節の3の

（塾励勵ら(8)までに掲げる事件を除く｡. ） ≦

(2)選挙に関する訴訟事件‘ ．．

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の舗求又は

住民投票に関する訴蝕事件 。

(4)普通地方公共団体に対する国の関与等に関する鮮

訟事件 、 ：

(5)差戻事件及び再審事件

(6)最高裁判卵こした上告提起事件,上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事

件 ‘

(7)除斥又は忌避の申立てに関する事件

(8)管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

(9)高等哉判所を第一審とする家事審判事件 ，

側管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の
第一審判決に対する上告事件

⑪管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件

例鉱業等に係る土地利用の鯛整手続等に関する法律

第3章裁判事務の分担

第1節民事部及び知的財産高等裁判所
1 民事部. 、

第1民事部,第2民事部第4民事部第5民事

部,第7民事鮒から第12民事部まで,第14民事部
から第17民事部まで及び第19民事部から第24民

事部までの各部は，本節2に掲げる知的財産高等裁判

所が分担する事件を除く民事に関する次の事件及び家

事に関する狭の事件を分担する。ただし， （8） (9)の事

件は，第5民事部，第7民事部，第8民事部及び第9

民事部が, ロ蛎蝕ら個ま海の事件は,第5民事理が分担

する｡･ ‘ ．

(1)霧内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する

控豚事件及峨告事件《8}の事件及び第3節の3の

(4)から(8)震でに掲げる事件を除く。 ） ；
(2)選挙に関する翫舩事件

(3)地方自治法に基づく解散若しくは繩の請求又は

龍投票に関する廓甑事件：
(4)普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴

訟事件

(5)差戻事件及び再審事件

(6)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事

・件 ． ： ，

(7)除斥又は忌避の申立てに関する事件

(8)･管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

(9)高等裁判所を第一審とする家事審判事件

⑩管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の
： ．

；第一審判決に対する上告事件

伽管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件：

側鉱業等に係る土地利用の嗣整手続等に関する法律

（

（
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機密性2

(参考）

第57条の事件

側最高裁判所にした特別上告提起事件． ､

胴刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

鯛民事鯛停法第20条第1項及び第4項並びに家事
． 、

‘事件手続法第274条第1．項による調停事件

凶最高裁判所にした特別上告提起事件

洞刑事事件以外の事件で他の部に腐しなし

刑民事開停法第20条第1項及び第4項1

事件手続法第274条篭1項に上島調嬉團

第4章事件の分配

第3章第1節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担す

る事件を除く事件について,次のとおりj各部iこ分配す
る。知的財産高等裁判所については，同裁判所が定める

ところによる。

剥悶財産間等裁判所が分荏

次のとおり，各部に分駈

ついては同勢判所祁壼勝

（

5(1)鼠1民蕊部が担当する第3章第1節1の⑩力

まで及鈍風に掲げる事件は， 1の(1)の調整上，

ぞれこれを控訴事件又は抗告事件の1件少I=T

6(1)_笙旦星蔓邸力$担当する第3章第1節1の0噸､ら側

まで及〔剛5)に掲げる事件は， 1の(1)の調整上，それぞ

れこれを控訴事件又は抗告事件の1件として計算する

｡ ．

(2)第3特別部が担当する第3章第3節の．3の(4)から

(8)までに掲げる事件は,’の(')の調整上,それぞれ

これをその合職体を構成する民事部の裁判長が配置
された部に分配されたものとみなす｡

(2)第3特別部が担当する第3章第’3節の3の(4)から

(8)までに掲げる事件は､ ．'の(i)の溺整上,それぞれ

これをその合議体を構成する民事部の裁判長が配置

された部に分配されたものとみな税

！
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機密性2

(参考）

令和3年度における東京高等裁判所の裁判官の配置，裁判事務の代理順序，

裁判事務の分担,事件の分配,開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定め

新旧対照.表

(※第3章第1節1及び第4章6のみ抜粋）

(R3.9.3付け改正後）(改正前）

・第3章裁判事務の分担

第'節民事部及び知的財産高等綱所

1 民事部

第1民事部,第2民事部,第4民事部,第5民事

部，第7民事部から第'2民事部まで，第’4民事部

から第17民事部まで及び第19民事部から第24民

事部までの各部は,本節2に掲げる知的財産高等裁判

所が分担する事件を除く民事に関する次の事件及び家

事に関する次の事件を分担する｡，ただし， （8》(9)の事

件は,第5民事部,第7民事部’第R民事部及び第9

民事部が,剛かぢ閲までの事件は,第5量事郁が分担

する｡ ：

(,)管内の地方裁判所及び家庭識判所め裁判に対する
控解事件及び抗告事件《8)の事件及び第3節の3の．

6 二 ･

(4)から(8)までに掲げる事件を除くb .).

(2)選挙に関する訴訟事件 ｡ ．

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は

住民投票に関する訴訟事件

(4)普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴
： ．

: ･舩事件

〈5)差戻事件及び癖事件
(6)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事

件
． 、 4

(7)除斥又は忌避の申立てに関する事件．

(8)管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

(9)高等裁判所を第一審どする家事審判事件

⑱管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の

第一審判決に対する上告事件

伽管内の地方裁蛎の決定に対する諭告事件
⑫電波法第97条の事件

凶鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律

第3章裁判事務の分担

・第1節民事部及び知的財産高等裁判所

1 民事部

第1民事部,第2民事部，第4民事部，第5民事

部，第7民事部から第12民事部までj第14民事部

から第’7民事部まで及び第，9民事部から第24民

蕊部までの各部は1本節2に掲げる知鯛産高等裁判
厨が分担する事件を除く民事に関する次の事件及び家

事に関する次の事件を分担する｡ただしi (8), (9)の事
1 I ． ・・

件は，第5民事部,･第7民事部，第8民事部及び第9

民事部が,剛から鯛までの事件は,蕊]O民事部が分
担する． 、

（1）管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する

控訴審件及び抗告事件《81の事件及び第3節の3の

(4)から(8)までに掲げる事件を除く． ｡)‘ 。

(2)選挙に関する訴訟事件

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の舗求又は
住民投票に関する所詮事件 “

(4)普通地方公共団体に対する国の関与等に関する所

訟事件 ． ‘ ：

(5)差戻事件及び再審事件 ‘

(6)最高裁判所にした上告提起事件,上鵠理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事
件

(7)除斥又は忌避の申立てに関する事件

(8)管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

(9)高等裁判所を第一審とする家事審判事件, ． ‘

⑩管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の．
第一審判決に対する上告事件，

伽管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件

卿鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
． ！

（

Ｉ
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機密性2

(参考）

第57条の事件‘

側最高裁判所にした特別上告提起事件

個刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

側民事鯛停法第20条第1項及び第4項並びに家事

事件手続法第274条第1項による調停事件．

第57条の事件

棚最高裁判所にした特別上告提起事件

圃刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

細'民事調停法第20条第1項及び第4項並びに家事

事件手続法第274条第1項による詞停事件

第4章事件の分配

第3章第1節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担す

る事件を除く事件について，次のとおり，各部に分配す

る。知的財産高等裁判所については，同裁判所が定める

ところによる。

第4章事件の分配

第3章第1節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担す
． 2 ．

る事件を除く事件について，次のとおり，各部に分配す
． ． （ ‘ 。

る°知的財産高等裁判所については，同裁判所が定める

ところによる。

（

6(1)､第5民事麺が担当する第3章第1節1の01から側

まで及〔畑に掲げる事件は， ’の(1)の闇整上，それ

ぞれこれを控訴事件又は抗告事件の1件として計算

する｡． ．" ､

.(2)第3特別部が担当する第3章第3節の3の(4)から

(8)までに掲げる事件は， 1の(1)の調整上，それぞれ

こ･れをその合議体逓構成する民事部の裁判長が配置

された部に分配されたものとみなす。

6(1)_蕊l_Q民事部が担当する第3章第J節10n鰔､ら

㈱まで及曲5)に掲げる事件は， 1の(1)の調整上，それ

ぞれこれを控訴事件又は抗告事件の1件として計算す

る。 、．

（2）第3特別部が担当する第3章第3節の3の(4)から

(8)までに掲げる事件は’ 1の(11の調整上,それぞれ

これをその合議体を構成する民事部の裁判長が配置

された部に分配されたものとみなすも

6

17



機密性2

(別紙第3）

令和3年度前期代表者会議(令和3年6‘月25日開催)の翌日から令和3年12

月17日までの間に，東京高等裁判所裁判官会議規程14条の規定に基づく応急

の措置として,･長官に差し支えがあるときの代理順序について,次のように指名し

たb

(令和3年7月9日現在）

長官に差し支えがある‘ときに長官を代理してその職務を行う裁判官を次のとおり
I

指名する。

第1順位 第5民事部秋吉仁美部総括判事

第2順位 第1刑事部若園敦雄部総括判事

(1月から6月まで。 7月から12月は第1順位と第2順位が逆となる｡）
第3順位 第10民事部高橋 譲部総括判事

第4順位 第2民事部白石史子蔀鋒括判事
第5順位第15民事部八木＝洋部総括判事

第6順位 第3刑事部中里智美部総括判事

第7順位 第20民事部村上正敏部総括判事

第8順位 第8刑事部近藤宏子部総括判事

第9順位 第2刑事部大善文男部総括判事

第10順位 ，第1.1刑事部三浦 透部総括判事

（令和3年7月16日現在）

長官に差し支えがあるときに長官を代理してその職務を行う裁判官を次のとおり

指名する6
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機密性2

第1順位 第5民事部

第2順位第1刑事部

(1月から6月まで。 7月から1

第3順位： 第1.0民事部

第4順位 第2民事部

第5順位第15民事部

第6順位 第ゞ3刑事部

第7順位 第20民事部

第8順位第8刑事部

第9順位 第2刑事部

第10順位 ・第11刑事部

秋吉仁美部総括判事

若園敦雄部総括判事

2月は第1順位と第2順位が逆となる｡）

高橋 ‘譲部総括判事

白石史子部総括判事：

中村也寸志部総括判事：

中里智美部総括判事

村上正敏部総括判事

近藤宏子部総括判事

大善文男部総括判事

三浦 透部総括判事

（

L

（令和3年8月12日現在）

長官に差し支えがあるときに長官を代理してその職務を行う裁判官を次のとおり

指名する。

第1順位 第5民事部秋吉､仁美部総括判事

第2順位 第1刑事部若園敦雄部総括判事

（1月から6月まで｡ 7月から12月は第1順位と第2順位が逆となる6）

第3順位 第io民事部高橋譲部総括判事

第4順位・ 第15民事部中村也寸志：部総括判事

第5順位 第3刑事部中里智美部総括判事

第6順位‘第20民事部村上正敏部総括判事

第7順位 第2'，民事部定塚誠部総括判事

第8順位 第8刑事部近藤宏子部総括判事

第9順位．第2刑事部大善文男部総括判事

第10順位 第11刑事部三浦 透部総括判事

19
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機密性2

！

（令和3年9月9日現在）

長官に差し支えがあるときに長倉を代理してその職務を行う裁判官を次のとおり

指名する。

第'順位第’0民事部高橋 譲部総括判事

第2順位第1刑事部若圃敦雄部総括判事
、．

（1月から6月注で。 7月から12月は第1順位と第2順位が逆となる｡）
第3順位、 第15民事部中村也寸志部総括判事

第4順位 第3刑事部中里智美部総括判事

第5順位 第20民事部村上正敏部総括判事

第6順位 第2．1民事部定塚 誠部総括判事

第7順位 第17民事部矢尾 渉部総括判事

第8順位 、第8刑事部近藤宏子部総括判事

第9順位 第2刑事部：大善文男部総括判事

第10順位第11刑事部三浦 透部総括判事

Ｊ
１

（令和3年11月13日現在）

長官に差し支えがあるときに長官を代理してその職務を行う裁判官を次のとおり指

名する。

第'順位第'0民事部高橋譲部総括判事

第2順位 第1刑事部若園：敦雄部総括判事

（1月から6月まで。 7月から12月は第1順位と第2順位が逆となる｡）

第3順位 第15民事部中村也寸志部総括判事

第4順位 ､第20民事部村上正敏部総括判事

第5順位 第2’民事部定塚誠部総括判事

第6順位 第17民事部矢尾 渉部総括判事
20



機密性2

ノ

第7順位

第8順位

第9順位

第10順位

、
１

第
第
第

8刑事部

2刑事部

1刑事部

4刑事部

藤
善
浦
野

近
大
三
大

子
男
透
則

宏
文
勝

部総括判事

部総括判事

部総括判事

部総括判事

0

第

I
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